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　第29回資生堂児童福祉海外研修報告書の送付について

拝啓　時下益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。

日頃より、弊財団の事業につきまして格別のご高配を賜り厚く

お礼申し上げます。

この度平成15年度事業として実施いたしました、表記第29回

児童福祉海外研修の報告書が完成いたしましたのでお送り

申し上げます。

ご一読を賜り、ご参考に供していただければ幸甚に存じます。

敬具
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第29回資生堂児童福祉海外研修実施要綱

1．目的

　児童福祉施設の中堅職員を対象に、福祉

　先進国の福祉情報、専門知識、処遇技術、

　施設の運営形態などの研修に加え、広く

　訪問国における人々との交流を通して、参

　加者の幅広い人間形成と資質の向上を図

　り、将来の児童福祉界を担う人材の育成

　を目指す。

2．主催

　財団法人　資生堂社会福祉事業財団

3．後援

　厚生労働省・全国社会福祉協議会

4．研修テーマ

　　「地域社会を巻き込んだ家庭支援」

6．研修先

　オーストラリア（シドニー・メルボルン）

　ニュージーランド（ウエリントン）

7．実施期間

　2003年9月27日（土）～10月10El（金）14日間

8．推薦要件

　（D過去に他財団、団体の主催する同類の

　　海外研修に参加していない者

　（2）経験年数が5年以上で年齢が45歳以下

　　の者（2003－4－1現在）

　（3）児童の処遇に真剣に携わり、本テーマ

　　による研修について高い関心を持ち、

　　強い意欲と責任感のある者

　〔4）心身ともに健康で長期にわたって児童福

　　祉に貢献できる者

5．主な研修内容

　　（D子ども（人）を大切にする権利擁護の考

　　　え方及び法制度

　　（2）地域社会や親戚をも巻き込んだ家庭支

　　　援（再統合）のための総合的な家庭支

　　　援プログラム

　　（3）全国レベルの水準を保ちつつ、多様な

　　　地域ニーズに合わせたサービスのあり方

　　④ケア経験者が中心となって組織を運営

　　　する自立支援、援助のあり方

　　（5）ニュージーランドの先進的でユニーク

　　　な精神・心理治療サービス

9．選考方法

　全国児童養護施設協議会、全国乳児福祉

　協議会、全国児童白立支援施設協議会、全

　国情緒障害児短期治療施設協議会など、関

　連団体の推薦に基づき、資生堂児童福祉

　海外研修選考委員会の審査により決定す

　る。

10．研修報告書の作成及び発表

　（D研修団は2004年3月3111までに報告書を

　　作成する

　（2）それぞれの協議会等の主催する研修会

　　等において研修結果の報告を行う。
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あいさつ

全国児童養護施設協議会

会長福島一雄

　財団法人　資生堂社会福祉事業財団のご

厚志により開催され、今回で29回を迎えた資

生堂児童福祉海外研修において、児童養護施

設職員をはじめ全国の児童福祉施設職員に

貴重な研修の機会を与えていただきましたこ

とを心から御礼申しあげます。

　平成15年度は、児童虐待防止法の見直しを

契機に、児童福祉法の改正作業など大きな転

換を迎える年となりました。本会では2年半の

歳月をかけ、「児童養護施設の近未来像H」の

策定に取り組み平成15年4月に報告書をまと

めました。ここでは、子ども虐待の実態を切り

口に、これまで施設入所を中心に取り組まれ

てきたわが国の社会的養護サービスを、広く

社会的子育て支援システムの一貫として統合

化し、地域の子育て支援システムの再構築を

図るべきと主張しています。さらに今後の施設

のあり方について小規模化、地域分散化の方

向と居住型社会的養護施設の再編等を提言

いたしました。

　これを受けて平成15年ll月には、国の社会

保障審議会児童部会に設置された「社会的養

護のあり方に関する専門委員会」が報告書を

とりまとめました。おそらくわが国において社

会的養護全般について議論された初めての審

議会であり、高く評価されるものと考えます。

また、平成16年度の国家予算においては、

ファミリーソーシャルワーカー、小規模グルーブ

ケアの職員が新たに配置され、被虐待児個別

対応職員も増員されるなど、児童養護施設が

子ども虐待問題に対応する専門施設として、

大きく期待されています。

　こうしたなかこのたびのオーストラリア、

ニュー一ジーランドの研修では、わが国におい

ても地域支援や家族支援が重要視される今

日、地域社会を巻き込んだ家族支援プログラ

ム、地域の多様性に合わせたサービスのあり

方、さらに自立支援・援助や精神・心理治療サ

ービスなどを学ぶ研修プログラムは誠に時宜

に適うものでありました。この研修を活かし、

新たな方向が示されたわが国の社会的養護

の実現にむけて、取り組みが進むことを期待

しております。

　最後になりましたが、本研修の企画実施か

ら報告書の作成に至るまでご尽力いただきま

した資生堂社会福祉事業財団の皆さま、さら

に研修内容充実のためご配慮いただきました

厚生労働省関係者の皆さまにあらためて感謝

申しあげますとともに、本会が子どもの最善の

利益の実現に一層寄与していくことをお誓い

し、御礼のご挨拶とさせていただきます。
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第29回資生堂児童福祉海外研修団員紹介

【烏取県】

団長

鳥取こども学園園長

藤野　興一

オーストラリア（シドニー・メルボルン）グループ

「

【岩手県】

情緒障害児短期治痘施設

ことりさわ学園

児童指導員

西山　秀則

【一「　w－’”一

　　　　　　　　　’

■

A

i

Lノへ／’．・

【神奈川県】

乳児院

ドルカスベピーホーム

児童指導員

小幡　律子

【宮城県】

児童芸護施設

旭が丘学園

児童指導員

小野寺　君夫

▲
【奈良県】

児童養護施設

愛染寮

保育士

中尾　智子

，一一』』．　‘」＿三」

1埼玉県】

児童自立支援施設

国立武蔵野学院

児童自立支援専門員

相澤　孝予

r．　1

「‘

【兵庫県】

児童養護施設

神戸少年の町

児童指導員

東田　奈央美

【東京都】

児童養護施設

共生会希望の家

児童指導員

麻生　信也
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オーストラリア（シドニー・メルボルン）／ニュージーランド（ウエリントン）

、
／

ニユージーラジド（ウエリントン）グルーフ

1埼玉県】

児童養護施設

あゆみ学園

児童指導員

浜本　慶浩

1広島剰

情緒障害児短期治療施設

底島市こども鯖センター愛育日

保育士

上里　久美子

慷京都】

乳児院

麻布乳児院

保育士

松井　智子

【鹿児島県】

児童養護施段

知覧児童学園

児童指導員

川崎　誠吾

【東京都】

児童養護施設

東京恵明学園

児童指導員

川上　次郎

r

【東京都】

事務局

費生堂社会福祉事業財団

池田　マリ子

【東京都】

事務局

貴生堂社会福祉事案財団

山下　茂喜
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団長報告

鳥取こども学園

園長　藤野興一

　第29回資生堂海外研修団の団長として、社会

保障発祥の地と言われるニュージーランド及び

オーストラリアでの研修の機会を与えてくださっ

た、資生堂社会福祉事業財団、厚生労働省、全

養協、スターズ（資生堂海外研修同窓会）関係

者の皆様に感謝申し上げるとともに、私たちを

心から歓迎してくださった訪問先の皆様にあらた

めて感謝申し上げます。

　今年から、スターズのメンバーから団長を選ぷ

ことになったその第1号に選ばれたことを光栄に

思うとともに責任を感じていま七幸い、若くエネ

ルギッシュなすばらしい団員に恵まれ、ご案内下

さったカナダ在住の菊池幸工さんや、事務局の

池田マリ子氏、山下茂喜氏のきめ細かいお世話

をいただき、無事終了し、ここに報告書をお届

けすることが幽来ること、この上ない喜びです，

　日本の児童福祉施設は、被虐待児であふれ

かえり、25年間変っていない児童福祉施設最低

基準の下で、古い体制のままでは子どもたちを

守りきれなくなり、児童福祉施設の自己変革と児

童虐待防止法・児童福祉法改正が大きな課題

となっています。まさに、日本の児童福祉は大き

な曲がり角にさしかかっているのです。

　昨年10月、社会保障審議会児童部会「社会的

養護のあ1）方に関する専門委員会」報告書が出

され、年末には、平成16年度予算財務省内示

で、全施設に家庭支援専門相談員と被虐待児

対応職貝の増員や、ユニット型ホームや小規模

児童養護施設等の施設の小規模化、自立援助

ホーム強化などの予算化実現の方向が示され

ました。

　思えば19年前、資生堂海外研修団の団員と

してメルボルンのセントジョーンズホームズ（エリス

園長）を訪問し、『セントジョーンズホームズの「自

己変革」に学び、養育理論に裏打ちされた日本

の児童養護実践の再構築を！施設の小規模

化・グルーブホームを！予防的福祉の構築を！治

療養育機能の強化を！新たな社会的ニーズへ

の対応と民間社会事業の先駆性・献身性の復

活を1」（第11回資生堂海外研修団報告書）と

叫び、願い続けてきたことが今、日本でやっと実

現しそうな気がします。

　「憩いの家」の武田さんから、オーストラリアに

行くのなら、「是非エリスさんに会ってきて」と言わ

れながら、結局お会いできなかったが、訪問先

でエリスさんの名前を知らない人はいませんでし

た。現在、1921年創設のセントジョーンズホーム

ズは他の2つの団体と合併して、新しい法人とし

て活動している。「セントジョーンズホームズの歴

史は自己変革の歴史です」と言われた言葉を思

い起こしました。メルボルン最大の民間児童福

祉団体が自ら発展的解消を遂げたのです。

　今s日本の児童福祉は大転換点「変化の時

代」にあって、才一ストラリア・ニュージーランドの

福祉から学ぶところは大きい。私たちの研修団

がどの程度研修の成果を持ち帰れたかは、この

報告書のみならず、今後の私たちの実践にかか

っているものと、決意を新たにしています。今後

ともご支援をお願いします。
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事務局報告

資生堂社会福祉事業財団

事務局長　山下茂喜

　「地域社会を巻き込んだ家庭支援」をテーマ

に財団としては6年ぷりとなるオーストラリア・ニ

ュージーランドでの研修でした。この7月から

担当となったばかりの私にとっては子どもを取

り巻く社会環境、児童福祉事業そのもの、また

そこで働く人々の想い、行政との関係、先進国

の福祉実態など学ぶことばかりであっという間

の2週間でした。団員が快適に安全に研修に

臨める環境作りをすることが事務局のac－一の

任務として同行しましたが、イラク戦争によるテ

ロの発生やSARS（新型肺炎）の発生などリス

クが想定されるなかで全員元気に当初の研修

成果を得て帰国出来、ほっとしております。

以下、事務局報告」をさせていただきますが児

童福祉に関しての知識は無いに等しいことか

ら、一担当者としての視点で研修中に感じた3

つ事例について報告いたします。

1．第一線の児童福祉現場にいる従事者の姿勢

　児童福祉に国境は無い、というのが第一印

　象です。直接子どもと接する人々の思いは

　どの国でも共通しており、「子どもの幸せが

　最優先」という考え方のもとに、最善の努力

　をしていることです。あたりまえのことと思わ

　れがちですが、現在最も深刻な問題である

　児童虐待は「子どもより自分」を優先している

　ことが要因の一つとなっていることを考える

　と子どもを守り、育てる大きなヒントになると

　思われます。

2．豊か過ぎる日本、これでよいのか

　訪問国の人々に接すると、仕事に自信を

　持ち、家族を大切にし、ボランティア活動など

　地域とのかかわりを多く持って、質素に生活

　を楽しんでいる気がしますaその延長線とし

　て福祉向上の考え方が国民全体に浸透し、

　国の政策に反映している。飽食と使い捨て

　社会のなかで家族を含め周囲との連帯感が

　乏しくなっている日本はかなり病んでいると

　いわざるを得ません。まさに、「これでよいの

　か日本」です。

3．成果主義の浸透

　オーストラリア・ニュージーランドとも福祉事

　業に対する政府（国、州）からの費用援助の

　あり方に成果主義を多く取り入れています。

　予算には限界があり、環境の変化にすばや

　く対応するには柔軟な政策は必須。一部に

　問題はあるものの、われわれのすべての活

　動において今後取り入れるべき考え方だと

　思います。

今回訪問したすべての場所で暖かい歓迎を受

けました。迎える準備、内容とも素晴らしく、全

員が感動しました。コーディネーター兼通訳と

して菊池氏に同行いただきましたが入念な事

前打ち合わせの賜物と感謝しております。また

藤野団長を中心に熱心な研修態度も訪問国に

とっても好印象だったと思います。来年もさら

に充実した研修を企画し、施設職貝の皆さま

のご発展に貢献したいと思います。最後に今

回の研修にご協力いただいた関係各位、団員

派遣にご理解をいただいた施設の皆さまに厚

くお礼申し上げます。
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第29回　資生堂児童福祉海外研修スケジュール

月／日（曜） 時　間 目　　程

9／27（土） 20：45 成田発（QFO22）　　　　　　　　　　　（機中泊）

9／28（日） 7：05 シドニー着〔市内視察）

9：00 ニューサウスウェールズ州コミュニティサービス省（DoCS）

●政府機関の役割及び各種サービス

9／29（月）
児童福祉機関協会（ACWA）

●機関協会の役割と各種サーピスプログラム

14：00 ユースオフザストリート

●16歳以上の麻薬中毒、被虐待児童対象の自活準備プログラム施設の訪問

10：00 クリエイトファンデーション

●児童福祉に関して政府に影響力のある非政府系組織で、インケア体験者

9／30（火）
を中心に運営している組織概要とプログラムを学ぷとともに、インケア経験

者との情報交換

●ワークショップ形式による各種プログラム体験

●事務所訪問

9：30 ニューサウスウェールズコミッション

●子どもの福祉、安全などの具体的調査内容や政府への提言について

子どもと青少年のための法律センター
10／1（水）

●活動概要とプログラムについて

14：30 シドニー発（QF441）

15：55 メルボルン着

9：00 ベリーストリートビクトリア

●地域を巻き込んだ新しいサービス、危険度が極めて高い児童対象の治療

10／2（木） サービス（TAKE　TWO　PROGRAM）

マキロップファミリーサービス北支部

14：00 ●子どもと家庭サービスを総合的に展開するプログラム

9：00 ゲートハウス児童虐待専門センター

●警察・養育機関・病院の3者が連携して行っている、児童虐待に関する各種

10／3（金） 12100
調査や治療、サーピス

アングリケアピクトリア

■家庭支援、里親へのサービス提供、親へのカウンセリング、家庭内暴力な

どへの支援やサービス
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月／日（曜） 時間 日　　程

10／4（土） 終日 メルボルン市内視察

10／5（日） 7：00

15：35

メルボルン発（QF408）

ウエリントン着

10／6（月）

9：00

14：30

ニュージーランド児童・青少年・家庭サービス局

●法律、更生への正義に関する概要、ケアの幅広い選択肢、先住民マオリと

　の調和など

エプーニレジデンシャルセンター

●法的養護を必要としている子どもの施設の見学

10／7（火） 9：30 ファミリーセンター

●家族組織に焦点を絞り、現代的問題に対応するジャストセラピーの手法

10／8（水）
9：30 バーナードスナショナルオフィス

●早期ケア、学習サービス、特別ケア（里親、レスパイト、TPAR治療等）

10／9（木）

9：30

16：50

22：15

子ども委員会事務所

●子どもの権利を守る仕組みについて

ウエリントン発（QFO48）

シドニー発（QFO21）　　　　　　　　　　　　　　　（機中泊）

10／10（金）
6：40 成田着

研修終了の挨拶

通関後解散
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1　ニューサウスウェールズ州シドニー＆ビクトリア州メルボルン

◆それぞれの棲関、組織の活動内容を簡略化し色別に蒙現ぽいま寓
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　ニューサウスウエールズ州

コミュニティサービス省①鵡）

州政府の児童福祉に責任を持っ省

だよ。子どもやコミュニティの保護を

柱に働いているんだ。
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子どもと家庭のために、予防の観点か

ら早期介入、発見、サボートを行って

いる州政府の横断的サポートサーピス

だよ。こどもは0～8歳までが1番大事
だから．kまれる前から子どものため〆

　に活動しているんだ。
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、

＼　　　　　　　　　／
　　、　　　　　　　　　　　　　　　　　．／

　　　．＼、．　　　　プ．

児童福祉機関協会（ACWA）

＼／

いろんな機関、組織と一緒になって働いて、ケアにいる子どもたちに

対する、サービスの質を向上させるのが第一の目的だ。だから、州政

府に対して意見を述べたり、福祉で働いているワーカーさんをCCWT

という部門で教育、訓練したりもするよ⇔
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　　　　　ソーシャルワーカーの人に対してトレFニングをすると

＼　　　ころだよ。新しいスキルを身に付けてもらったり、今

　．t　　使っているスキルがどんなことに役立つか理解しても

　　　　　らうんだ。いろんなコースがあるけど、実際にケアを

　　　．’・、受けた人たちなどと作ったコースは人気があるよ。
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チルドレンズガー肴アン

（子どもの後見人事務所）

　　州政府の事務所とじ乙子どもの後見

　　人もしているけど、ケアを受けている
㌦

　　子どもがきちんとケアを受けているか

　・，をチェックしているところだよ。

　　’、

　　　N

一、．
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ユースオフザストリート

　　　虐待を受けたり、薬物中毒の子ども

　　　と青少年がここで生活しながら立ち

　　　直っていくところだよ。ダンリー、ファ

＼　　　一ム、マッキントッシュ・ハウスという
、

　＼　施設があって、それぞれ年齢や目的

　　　によoT利用するところが違うんだ。
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h

　　　　　　　　　　　●

クリエイトファンデーション

今ケアを受けている人と、前にケア

を受けた人たちが中心（スタッフ全

体の65％）になって、子どもたちの今

と将来のために活動をしているん

だeケアにいる人の気持ちはケア

にいた人が1番わかると思うよ。だ

って自分の経験だから。

　　　　　　　　　　　　●

　　マキロップファミリー

　　　サービス北支部

困菰いる子どもや家族のためにサボー

トをしてくれるところ。自立するために住

　　　　　　　　　　　　　　　　　’んでいる生活施設とわかり易さをモット

ーとしたスペシャルスクールを組み合わ　「

せたユニークな取U組みもあるよ。

権利擁護 サービス

i

子どもと家族へのサポートチャート

　　　　　　　　　　　●

子どもと青少年のための

　　　法律センター

「子どもの権利条約」をもとに、子ど

もの権利擁護を子どもの代わりに代

弁するところだよe弁護士さんとボラ

ンティアの人たちが子どもたちにイン

ターネットで質問に答えているんだe

イ

ゲートハウス児童虐待

　　　専門センター

ここは病院の中に事務所があって、

子どもたちをいろいろな虐待から守っ

てくれるところ。お医者さんやおまわ

りさん達と協力して専門的に子ども

の面倒をみてくれるんだe

コミュニティ

∨P

行　政

ー
－

　　　　　　　　　　　　　Φ

ニューサウスウェールズコミッション

情少年を擁護するための代弁機関）

州政府の一部なんだけど、独立した想

織として萌査研究、宣伝、政策・サー

ビスの内容や方法のへの提言を行って

いるよ。「子どもにとって何がよいの

か」考えて報告は議会に直接提出する

決まりになっているんだ。

’i

　　　　　　　　　　　　　Φ

ベリーストリートビクトリア

（民間児童・家庭福祉機関）

「TAKE　TWO」っていう、深刻な間題を

抱える子どものために病院や大学と協力

して、すごく新しいことに取り組んでいる

よeひとりの子どものために2人の職員

が専任でお世話してくれるプログラムもあ

るんだ。それから、両親が離婚などで別

居していても、望めば会えるようにしてくれ

るチルドレンコンタクトサーピスもあるよ。

’ 、

　　アングリケアビクトリア

（英国国教会系児童福祉機関1

両親と離れて暮らさなければならないな

ど、子どものニーズに合ったいろいろな

種類のサービスをするところだよ。それ

以外にも困っている家庭への専門的な

サービスもやってるよ。

、
t

L
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ニュージーランド

　ウエリントン市 子どもと家族へのサポートチャート

◆それぞれの機関、組織の活動内容を簡略化し色別に表現していま硫

t

　　　　　　家庭サービス局

　　　　　rニュージーランドでの児童福祉の

．　　　　法律く児童・青少年及び家族法》
」

　　　　に基づいて親と子をサポートする
’・．国・機脈保護・ケ・など・ま〆

　　　　　ざまなサービスをしているんだ。　　　／　　＼

　　　　　　　　　　　　　　　　　　’
　　　　＼　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　，／

　　　　＼＼　　　　ノゾ
　　　　　　　∨、　　　　　　　　　　　　　　」

　　　　　　　　一

　　　　　　　Φ

　バーナードス

ナショナルオフィス

子どもをまず第1に考え、

幼い時期からのケアを行

っているよ。

　　　　　　　⑩

ユースジャスティス

　　　センター　　［

法律を犯してしまった子ども

たちを地域社会の中で更生

させていくよ。

　　　　　　　⑧

ファミリーセンター

家族に起こる問題を《文化》を

理解しながら新しいセラピーの

技法で対応したU、社会問題を

研究・謂査しているところだよ。

　　　　　　　　　　Φ

」エプーニレジデンシヤル

　　　　　センター

自分や友だち、親を傷つけ

てしまう子どもとその親を支

援するところだよ。

ノ

　　　　　　　　　●

子ども委員会事務所
　法律に基づいて、子どもの

権利が認められているか、

虐待やネグレクトが起きて

　いないかなどの調査をした

　U、子どもの権利と福祉向

　上のための代弁もするんだ。

「
㌔

■H■■■』一一一
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オーストラリアの児童福祉概況

The　General　Situation　of　Child　Welfare　in　Australia

オーストラリアの歴史と国情

1．原住民アボリジニと植民地の歴史

　オーストラリア大陸にアボリジニの先祖が住

むようになったのは、今から5～6万年前と推定

されている。まだアジア大陸と陸続きであった

ため、可能だったと考えられている。

　ヨーロッパ人によりオーストラリア大陸が発

見されたのは、17世紀に入ってからであった。

オランダ人タスマンがタスマニアとニュージーラン

ドを発見した後、イギリス人のキャプテンクックが

シドニー付近に上陸し、ニューサウスウェールズ

（NSW）と宣言した。

　1786年、イギリスはオーストラリアの植民地化

に動き、多くの流刑囚が上陸し、その後、大陸内

部への入植を進め、農業開拓や羊を飼いウール

の生産が行われるようになった。

　1850年代には、砂金が発見されゴールドラッ

シュが始まり、入植者が増えた。その結果100

万人以．ヒの人が移り住んだ。そして各地で植

民地が成立した。1900年代に入りオーストラリ

ア連邦として発足、第一次世界大戦後、国際

連盟に加入し独立国として認められ、第二次

世界大戦後独立国家としての意識を高め、後に

イギリスからの法的完全独立を果たした。

　先住民アボリジニは、国民の約2％、その他

の多くはたくさんの国からの移民により構成さ

れている。

　NSW州のように流刑囚が移り住んだ町とビク

トリア州のように自由意志で移り住んだ人々とが

おり、移民国家の二面性を生むことになる。

2．オーストラリアの児童福祉事情

　オーストラリアも少子高齢化傾向が顕著であ

り、少子化対策、児童、医療及び保健、福祉対

策は国民の重要な関心となっている。

　オーストラリアの児童福祉に関する責任は、

連邦憲法上は州・準州の守備領域とされる。

それぞれの州・準州において、関連の規則が

制定され、児童のための諸サービスが実施さ

れている。諸サービスの供給責任は連邦にも

あり、直接の諸サービスの提供は州・準州が

行い、連邦は全国的なサービスの基準作成や

実施計画の策定、予算措置による州・準州の

　　　　■基本データ
　　　　面積　　　768万2、300k耐

　　　　　　　　〔日本の20倍）
　　　　　人ロ　　　1．938万人

　　　　　戻族構成　ヨーロッパ系・ニュ

　　　　　　　　ージーランド・東南

　　　　　　　　アジアなど160力国
　　　　　　　　以上の移民による、

　　　　　　　　多民族国家．
　　　　首都　　　キャンベラ

　　　　公用言籍　英語
　　　　季節　　　日本と逆
　　Sソdne∀
　　　　居住地域　海岸地域に集中し

　　　　　　　　ておリ、中心地域
Malb°u「「va　　　　　　　tt砂漠地帯

■国名の由来
オーストラリア〔Australia〕はラテン語の「テラ・

オーストラリスfterra　austFalis）」を騒源として、

古くからインドの南の方にある大陸という意妹で

使われていた。1gel年連邦を結成するための

富法が割定されオーストラリア連邦が誕生しr；．．
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Australia

行う諸サービスの実施に必要な財政分担を、

補助金、助成金、交付金などの名目によりサー

ビス利用者に直接的、間接的な方法で提供し

ている。

　オーストラリアでは、児童福祉を育児などの

「児童サービス」と児童虐待対応などの「児童福

祉」とに区別して取り扱っている。児童の虐待、

遺棄に関する国民的関心は高く、1994年の国

際家族年を契機とし、地域の家族問題への認

識に関する政策及びプログラムへの認識を一

段と高めてきた。

　NSW州では1997年に児童法（The　Children

Act　1997）の見直しがスタートし、1998年

児童・青少年保護法（The　Children　and　Young

Persons　Care　and　Protection　Act　l998）が成

立。その後、それに沿った各規定が改定され

た。今回の法改正は、児童のケアおよび保護

について、「ニューサウスウェールズ州コミュニ

ティサービス省（DoCS）」の活動幅を拡大し、

柔軟かつ迅速な対応によって児童または青少

年の利益を確保することに意図がある。これら

によって「Children’s　Guardian」が創設され、

家庭外ケアのもとにある、児童の権利と最善の

利益を促進、保護するための監督なども行って

いる。

　一方、脱施設化の傾向は、オーストラリアで

は1960年代の終わりから進行しており、家庭外

ケア（out　of　home　care）の90％は里親を中

心とした家庭的ケァ（home　based　care）であ

る。なお、家庭外ケアの利用者は、NSW州で

は2002年段階で約8，000人、オーストラリア全体

では約1万8．800人で、年々増加傾向にある。

1）ke’cama◆「ttnの桧雛1財一ストラリアニュージーランド」雄観／締・一・tヶ崩仔2ePQ年聯l

l◆「踏情麟生一究｛裡も緬詞寵．鞠鮎劃僅麟瀧里撤鍾頃栢綱塊硫｝主鰯蹄／：
Lny．g・u．．，竺＿，一＿一．．一一一．．．＿一＿＿＿一一一．＿．＿．一．．一一．．一一一一一．＿一＿．一．一．．，一．＿＿．＿一一．」

「云一爾’冴石亘一硲≡繭硲一三＝算募r＝三百i亨r－i藷ジ工蚕藪←≡「議三’議薩τ董罰

■肪間都市概況

1．シドニー市

ニューサウスウェールズ州の州廓で1842年にオーストラリア最

初の市として誕生した。人ロは現在390万人sシドニーっ子の

V3以上は海外生まれで．毎日使用されている言語は20以上。

i懸㌻■■■■一
アで最も国際的な

翻市で美しい港を

持ち、温暖な地中

海性気候に恵まれ

た世界有数の霞光

都市。

’，

▲オペラハウスとハーパープリ・yジ

2．メルボルン市
ビクトリア州の州都、人口は320万人でシドニー市に次ぐオーストラリ

ア第2の都市cギリシャやイ

タリアから多くの移住者がい

る多民族都市として知られて

いる。スポーツが盛んで全

葦オープンテニス、Flグラン

プリ．ラグビーなどが有名。

シドニーが金融・保険、サー

ビスなどの中心地であるの

に対して、機械、食品、化学▲メルボルンのフィッツロイ公園にある

闇係など第2次産婁の中心　　オーストラリア発見者キャブテンクック

地であるe　　　　　　　　　の生家（復元）
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1．ニューサウスウェールズ州コミュニティサービス省（DoCS）

NSW　Department　of　Community　Services

▲オーストラリア研修初日の璃義

1．概　要

　DoCSは州の児童福祉担当省で福祉予算や

各種児童福祉政策の立案と執行を行う。

近年州政府が対応する子どもの保護対応件数

は急増し、ここ2年ISIの伸びは119％、そのうち、

家庭外ケアの件数は40％。社会環境の変化に

より、保護を必要とする子どもが増えている、

　その対策費として連邦政府は6年間（2002～

2007）で12億AU＄（約1．044億liJ）というかつて

ない追加大型予算を州に付与した。DoCSは今

後、その予算を新しい分野のサービスと現在実

施中のサービスの充実に使用する計画で、新た

な福祉対策はいまスタートしたばかりである．

1．1 役割と目的

U）地域とともに、子どもと青少年の安全確保

　と家庭の支援

（2）虐待等の危機にある子どもの保護

（3）家族と一緒に住めない子どもへの支援サー

　ビスの提供

（－1＞itr縁組サービスの支援と法的支援

（5）保育所やデイケアセンター等、子どもがサ

　ービスを受けられる施設への資金援助

（6）災害にあって、困っている人々の復帰支援

1．2 理念

尊敬・信頼・透明性・公t［・チームワーク

15



■■
Australia

2．　DoCSの主な活動内容

〔1）子ども、青少年、家庭の健全を促進するた

　めに、例えば就学前の子ども、遠隔地の

　子どもに対するサービスの強化など、とくに

　地域（コミュニティ）全体の保護という考え方

　を大切にしている。また、全家庭を対象に

　妊娠期間中の相談、育児相談等の各種サ

　ービスを出産前後の5年間行うことを法制化

　している。時間と費用がかかる危機的状況

　になる前にサポートすることが大切で教育

　省とも提携してコミュニティベースで活動、

　サポートしている。

（2）虐待やネグレクトに遭遇している子どもや

　青少年への早期介入を行い、DV（ドメスティ

　ックパイオレンス）家庭の子どもや、母親の

　保護、家族と離れて暮らす子どもの保護・

　サービスを行っている。

（3）子どもの人権を擁護するための活動

　（advocacy　service）を行っている。

　　英語を話せない人、英語を話せない難民

　　のために彼らの言語でのサービスを実施

　　しているのは、その具体例である。

　（multicultural　service）

（4）自然災害（洪水、LtJ火事など）にあい、地域

　サービスを必要とする人に対するサービス

　の提供

（5）親のない子どもなどを養子として迎える

　国際養子縁組（intercountry　adoption）

　政策の実施。韓国、中国、スリランカの子

　どもが多い。

（6）また、現在554人のケースワーカーを6年間

　で875人程度増員し、常時1300人程度の体

　制に強化する予定で、採用は世界各国か

　らとしている。

パンフレットからの抜粋

今後6年間に渡る12億AU＄の予算増額によって、以下の事柄を促進すること

が可能。

　①予防と早期介入アプローチの強化は結果として、子どもを保護する件数を

　　減少させる（早期発見、早期治療、予防）

　②より多くのスタッフの採用は、適切なサービスの提供を可能にする

　　（人員増加）

　③組織のシステム改善、心理療法士や弁護士などの採用による体制強化、そ

　　してケースワーカーを補助するマネージメント強化の実現

　　（専門的多角的な対応）

これらは最終的に、NSW州の子どもと家族に対する支援とサービスを改善する

ことになる（最終目標）。
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3．　今後の主な活動計画

（1）危ない家庭へのサポートを強化し、予防に

　よってケアに入ることを減少させる

（2）州警察の調査研究チームと共同で対処し、

　問題を未然にチェックする

（3）里親に預けられない、重い障害などのケー

　スへの対応

（4）外国の里親などの資料を集め、コミュニテ

　ィに提供

（5）ITの活用

（6）早期介入、予防

（7）健康省と共同で妊婦へのDVを防止し、生

　まれる前の子どもをサポートする

（8）アボリジニに対する援助と親族によるケア

　を支援する

4．　ファミリーズファースト（Fa皿ilies　First）

（1）概要

　子どもの健全な成長を支援するために、

DoCSが親に対して実施する予防と早期介入

のための施策である。訓練された看護師の家庭

訪問、教育を受けた400人以上のボランティアが

新しく開発された26種の支援サービスを家庭に

提供しているe

（2）NSW州の子どもの現状

　0～8歳の子どもに対するケアの重要性が高

まっている。0～8歳の子どもは州全体で77万8

千人。そのうちアボリジニが4％e両親がいる

のは83％、残りの17％は片親である。子どもの

うち16％は英語以外の言葉を話す。0～8歳の

子どもがいる家庭は46万7千6百世帯で、年間

8万7千人の子どもが生まれる。

　過去の研究結果として、「0～8歳、この時期

に受けた経験が後の人生に影響してくる」との

ことである。

（3）プログラムの目的

　予防と早期介入を通じて、両親に対する子

育てを支援し、子どもの健康、発達、教育、

そして社会によりスムーズに参加出来るよう、

横断的ネットワークを構築しながらファミリーを

サポートする。

（4）推進体制

　コミュニティサービス省、健康保健省、教育

省、住宅省、高齢者・障害者担当省の5つの省

庁が横断的に連携して、①コミュニティサービス

②障害者、高齢者在宅ケア③教育訓練などを

推進する

（5）活動例

・早期介入の訓練を受けた看護師による家庭

訪問（拒否することも出来る）。安心感を与え

る応対により、出産がはじめての母親は歓迎

する。孤独で初めて母親となる人が危険な

状況に陥りやすい。今後、55人の職員を増

やす計画。

・虐待した親へのサポートでは、その親自身が

恥だと思わないように対応している。
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（6）成果

・ 子どもが生まれて、すぐ看護師やトレーニ

　ングを受けたボランティアが家庭訪問する

　ことによって親の子育て不安を軽くする。

・母親同士のネットワークが出来、子育て中

の親のメンタルヘルスに有効。

■■．〕
Australia

・ 幼児期における適切な養育プログラムを提

供する事によって、その後の子どもの行動、

学習、健康面に大きな効果を及ほす。

・ コミュニティと良い関係を結ぷことが可能に

なる。

ファミリーズファーストのパンフレットからの抜粋

　ファミリーズファースト（FF）とは、両親に対する予防と早期介入行動を通じて、子ども

たちにとって人生のよいスタートが出来るような環境を提供するところです。どの親も

自分の子どもが良い環境のもとで人生のスタートが出来ることを願っています。

　FFはまさにその家族の要望を援助するために行われる支援です。多くの親達はとく

に初めての子どもを持つとき、子育てについての情報とサポートを必要としています三

　FFは子育てにおける親達のスキルと自信を構築することを手助けし、健康な子どもを

育てるための家庭支援のためのサービス網を強化し続けます。

　政府としての子どものための優先的な行動計画は予防と早期介入です。このことは妊

娠期間中からの家族に対するサポートをし続けることを意味しています。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　…（後略）

＼嚢§§
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5．　チルドレンズガーディアン（子どもの後見人事務所）

（The　Children’sGuardian）

（1）設立目的

　子どもと青少年のための後見人サービスを目

的に設立されたオーストラリア唯一の政府機閲。

（2）サービスの目的

①子どもの最善の利益を提供

②家庭外ケア中の子どもの権利擁護と子

　　どもがふさわしい環境で保護されること

　　への保障

③子どものケアをしている機関が、法律で

　　規定されていることを適正に実行してい

　　るかどうかを権限と資格をもって、監視

　　（モニター）する。

　　同時に政府機関（DoCS等）についても監視

　　する。

（3）組織

　コミュニティサービス省（DoCS）の大臣が責

任者で、総督が任命。独立した組織となってお

り、報告は直接、議会と大臣に行う。ケア対象

者に先住民が多いため、アボリジニ、アイランダ

ー （フィジー等）出身の職員もいる。

（4）活動内容

　・家庭外ケアの子どもたちが適iEにケアを受

　けているか、質の高いケアを受けている

　か、質が向上しているか、その基準を満た

　しているか、を評価するe

　そのため、各機関は質の高いケアを行って

　いる事を証明しなければならない。

　・スタッフのトレーニングや先住民工一ジェン

　トに対するサービス機関としての向上策を

　指導している。実際にケアを経験した子ど

　もがプランの作成と決定に関っている，

　・ケアにいる子ども1万人のうち、州政府が4

　千人の後見人（親代わり）となっている。

（5）活動にあたっての姿勢

　・子どもの安全を何よりも優先する。

・ ケアにいる子どもに対する事柄については

子ども、親そして職員が参加して決定する。

・ ケアは里親（フォスターケア）、グループホーム

が中心である。

・ アボリジニに対するケアは、家族、親族との

つながりなど文化的背景も考慮するe

・一貫したケアを実現する。



■旦 Austra｜ia

　DoCSにおいては、ロビー活動などによ

って予算が増額されたことが、大きな驚き

である。後述するACWAでもそうだが、変

化の幅、速さはわが国と大きく異なる点で

ある。日本と比べて、どちらの方が子ども

に対するサービス効果が高いのか、興味

は深まるばかりである。

　FFでは、子どもの健全育成と家庭・家

族の幸福を実現するため、予防の観点に

基づき、早期介入のサービスを検証しなが

ら、ゼロ歳から提供している点に先見性を

感じた。日本においても、医療現場や高齢

者介護の現場では早期発見、早期治療と

いうリスクを最小限に食い止める実践があ

るが、児童福祉現場における予防面から

行われている施策はどうだろうか。誰もが

予防の必要性を感じながら、対症療法的

な関りに追われているのが現状だろう。予

算面などさまざまな要因はあるが、社会全

般に早期介入、発見、そして予防の必要

性を一日も早く理解してもらえる広報活動

の強化が不可欠であると思ったe

　CG、児童福祉現場にこれほど強力な権

限と実行力を伴った組織があるだろうか。

資金的には政府に依存しているものの、権

限は政府から付与されており、独立的な立

場で子どもと青少年の安全と福祉、ウェル

ビーングを実現している。是々非々の関係

を構築しているその実態を更に知りたくな

った次第である。

　子どもと青少年という、大人と同じように

社会に発言を行うことが難しい立場の人

たちにとって、このような機関こそ我が国に

も必要であると思う。　　　　（小野寺）

やっぱり僕は日本人

　「食べ物は何でもOK」と自負していたが、やっぱり、ご飯・みそ汁E漬物の3点セット

は欠かせないと感じた。（長期の海外生活は無理だなと思って）つくづく自分が情けなく

なった。「日本食バンザイ！」。しかし、地ビールはうまかった。
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皿．児童福祉機関協会（ACWA）

Association　of　Childrens　Welfare　Associations

1，概　要

　1958年、シドニーに設立された福祉施設や

機関の非政府系集合体組織。家族から離れて

暮らす子どもや青少年へのサービス向ヒを1・1指

すニューサウスウェールズ州の児童福祉機関を

統括する最高組織。24名の職員で予算は212

万AU＄〔1億8．444万円）

（1）目的

　・家族から離れて募らす必要がある、ケアに

　いる子どもたちや青少年に対するサービス

　の質を向上させる。

　・非政府機関をサポートする。

（2）目標

　「危険に瀕し、支援に頼っている子どもたち

や青少年のためのケアの質の向．L」

　工虐待を受けていたり、受けそうなf’ども

　　達の肉声を反映させる

　2アボリジニに対するサービスの充実

▲ACWAのメンバーとの記念擾影

亙サービスの拡大と質の向．tr．

：互教育の機会と向tl（CCWT）

ぎ情報の提供と研究

⑰コミュニティに対する組織の広報活動

（3）ACWAの活動内容

包ACWAに所属する施設に対する援助

　2政府に対する対話

　⑤ロビー活動

　蔓：．政策変更（発展）への提言

　tt：研究

　［6．会議、セミナー、出版

　Zトレーニング教育（CCWTが担当・次項

参照）

■ACWA組織図 「
弓
㌘
醐

　
　
　
チ
姥
わ
¢

　
　
　
　
工

会事理

CCWT

会餓蓮営

アボリジニフォスターケアサポート

ポリシー会員

事務・財務
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2．地域福祉トレーニングセンター（CCWT）

■ll11
Australia

（Centre　for　Community　Welfare　Trainin9）

1987年に設立されたACWAのトレーニング部門。常勤職員8名と70名の契約スタッフがおり、

各種ワーカーへの教育を有料で行っている。

（1）目的

　・ソーシャルワーカーに対して各種スキルを

　提供し、身に付けさせる。

　・既に持っているスキルをさらに実践的に

　理解させる。

（2）最優先目標＝トレーニングプログラムの目的

　「サービスの質の向上」を図るために、

　①質の高いサービスを提供できる人材の育成

②質の高いトレーニングの実践とトレーニング

　　開発

③トレーニングを行うサポート体制の充実

④セミナーを推進する現場職員の質の向上

（3）トレーニングの実際

①ベテランから新人まで現役の現場職員を

　　対象

②内容はワークショップ形式で1年かけて

　　資格を取るものから短期間のものまで、

　　多様な369コース

※コース例

　・子どもの保護

　・子どもと家族

　・若者

　・アウトオブホームケア

　・カウンセリング（七ラビーとグループワーク）

　・障害

　・コミュニティワーク

　・コミュニティ発展

トレーニング

・ワークスキル

・マネージメント

・ドラッグとアルコール

・ 精神的健康

・ ケースワークとマネージメント

＝：⊃緬1i二、．．一、

▲CCWT　2003Handbook
学びたい内容を多数コース別に用意した、

トレーニング案内。

日時、喝所、購師、経費が詳しく載っている。

－tt 圏
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（4）主なトレーニングサービス

エクスプレッション・オブ・インタレストコース

　　どんな需要があるのか地域の意見を聞い

　て、いろいろな地域へ出かけてゆき、その地

域に合ったセミナーを年6回程度実施する。

スト　・Vス　・’チェンジ・モチペーションコース

　「リラクゼーションとストレスマネージメント

の方法」、「職場におけるコミュニケーションの

方法」など動機付けを行うコース。ワーカー

のストレス度も高いため、需要が多く人気の

講座となっている。

　アタシデンタル・カウンセラーコーズ

　専門のカウンセラーでない人が、カウンセ

リングをしなければならない時のための研修

コース。人気のコースとなっており、年25回

開催される．

インテヤジニア2ζ（先僅民）ワーカーコース

　先住民アボリジニに対するワーカー育成コ

ース。先住民のワーカーと＃先住民ワーカー

とが共同で行う。最近充実している。

　　カスタマイズド・』トレーニング

　それぞれの施設に合わせて内容を構築

し、その施設で実施するコース。20人で

1，200AU＄（1日）。最も人気のあるコース。

シェァ→r・スト」」一㌔シ］1アード・ライフ｛国閲怜d鋤、S蝋脆｝

　里親向けのトレーニングコース。州政府が

主催するコンテストのトレーニング部門におい

て、ベストトレーニングパッケージ賞を受賞し

た。産みの親、里親、ワーカー、実際にケア

を受けた子ども本人が共同参加して作成し

たトレーニングコース。

　ACWAでの研修を受けて、子どもが

主体であるということが歴史の中で名実

ともに感じられた。

　過去においてはレジデンシャル・ケアが

主流で、日本のような児童養護施設が存在

したのである。その後グループホームに移

り、現在は治療的なケアが必要な子ども

を除きフォスターケアが主流である。その

変遷は具体的な数字で語られていた。

　また、CCWTにおける系統立てられた

ワーカー向けトレーニングは素晴らしい。

特にケアに関った人たちと共に創りあげた

参加型トレーニングは、ケアの中で生まれ

た効果をいち早く次のケースに還元する

感

ことが特徴である。感情共有過程が職員

をエンパワーさせている。

　日本とオーストラリア（NSW）の福祉政策

の違いは、誰もが語っているが、歴史、

文化、経済情勢、教育、多民族、そして

労働者の年金なども含めた雇用環境など

様々な国情の違いから来ていることは間

違いないであろう。

　確かに里親宅を点々とするなど弊害も

あるようである。しかし、今と将来を想定

した子どもの最善の利益実現に向けて、

より家庭に近い形を理想のケアの型として

H指し、そこに進んでいく変化のスピード

の有様は驚きである。　　　　（小野寺）
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皿．ユースオフザストリート

Youth　Off　The　Streets

1．概　要

　高校の教師でカトリック教徒のクリスワイヤー

氏が1991年に設立。家出をしてee．1で薬物な

どをしている子を見て「虐待、薬物中毒の子を

助けるところを作りたい」と実践を重ね、その後

大きなプログラムに発展していった。現在、13

～ 17歳から上は22歳までを対象として、18の

プログラムがある。

2．活動内容

（1）プログラム紹介

　　　　　　　　ダンリー

　初期介入の施設。13～18歳の薬物中毒青

少年救済プログラム

　2～4週間のプログラムで、ライフスタイルの改

善と自活能力習得を目指す宿舎施設。子ども

18人に対し、職員6人。

　　　　　　　　フアーム

　ダンリーでのプログラムを終えた子どもなど

が本格的に生活訓練をするところ。農場を主

体に、中には正式な学校（高校）をあわせ持つ

施設もあり、10ヵ所で展開されている。

　　　　　マッキントッシュハウス

　主にファームでの生活を終えた、16歳以上の

薬物中毒、被虐待青少年対象の自活準備プロ

グラム宿舎施設。子ども13人に対し、職員6人。

■ilI
Australia

▲マ〃キントッシュハウスから中庭を臨む

　　　　　　　マーバック

　性的な問題行動のある子どもを対象とした

プログラム。

　　　　　　　　その他

　子どもの抱える問題別にいろいろなプログラム

が用意されており、子どもに必要であれば他の

機関が行っているプログラムを紹介することも

ある。
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●マッキントッシュ・ポイントシステムについて

　マッキントッシュハウスで行われている、自

　己申告制の生活能力改善向上のための行

　動療法的プログラム。自分の部屋掃除、衛

　生状況、日課、職員との言葉使い、仲間と

　の言葉使い、仕事、勉強、集団生活など

　細かい生活上のことがらについて、10点

　満点で自己採点して表に記入する。毎日

　午前午後採点をし、1日の合計得点によっ

　てレベル1から3まで設定され、自分の生活

　の自由度が決められる。このシステムを用

　いて自分で自分の生活をコントロールする

　力をつけていく。

●学校

　敷地内の教会だった建物を利用して教室

　を設け、そこが正式な学校として認可さ

　れている。パソコンなども数台設置され、

　授業以外にも日常的に利用されている。

▲マッキントッシュハウスで使用されている自己操点表

（2）対象となる子どもたちの状況と援助方法に

　ついて

①創設者クリスワイヤー氏の理念

　　「悪い子どもはいない。子どもが悪い

　　ことをしたとしたら、それは環境が悪い。」

　　という考えのもとに、青少年への援助を

　　具体的行動に移してきた。

②深刻な問題を抱える子どもたち

　　援助を必要とする子どもたちは総じて

　　家庭環境が悪く、街中で薬物や犯罪行為

　　に巻き込まれていく。

③アウトリーチと主体的参加への動機付け

　　そうした深刻な問題を解決するために、

　まずは彼らのニーズを知ることが重要で

　ある。フードパンと呼ばれるボランティア

　活動で街に出かけていき、子どもたちに

　食料を提供しながら、直接子どもたちと

　対話をし、何が問題なのかを話し合う。

　そして、本人自身が自ら援助を必要とし

　ていることを認め、主体的にプログラム

　に参加することを、粘り強く待つ。

④段階的なプログラム

　初期：はじめの動機付けを確実にし、これ

　　　　から始まる援助への展望をもつため

　　　　の短期の援助。
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Australia

　中期：ファームなどでの生活を通じた比較

　　　　的長期の援助・訓練。

　終期：実際の社会復帰に向けた就労や家

　　　　族との調整も含めた援助。

⑤アンガーマネージメント・プログラムやソー

　シャルスキル・プログラム

　暴力的、自己破壊的な行動をとる子どもが

　多く、行動改善のためのアプローチも重要

　である。

　また、日常の小さなことから取り組み、ソー

　シャルスキルを高めていくことも重要と考え

　られている。

⑥他者の役に立つことで自分自身を見つめ

　なおす

　ティモールの恵まれない子どもたち（貧しく

　1日1回程度の食事しか取れない）に対し

　て、どんなことが必要かを自分たちで考え、

　資金集めをして、実際に訪問して活動す

　る。その結果、子どもたちのなかに達成感

　や自尊感情が芽生えてくる。

　参加したくないと行かなかった子どもが、活

　動を終えて帰ってきた他の子どもの話を聞

　き、その変化に触れて、参加を望むように

　なる。

⑦関わるときの基本

　こちらから「ああしろ、こうしろ」と指示しな

　い。子どもたちは社会に対する怒りが根強

　く、大人に対する信頼感がない。ガマン強

　く付き合い、子どもらがこちらを受け入れる

　準備ができるまで待つことが重要である。

⑧薬物療法について

　薬物療法は基本的には使わず、自殺念慮

　がある場合や精神科的な病気のある子ど

　もに対してのみ、医師の指示のもとに薬を

　使う。

　暴力という行為に目を向けるのではなく、そ

　の背景に潜むものを見なくてはいけない。

⑨スタッフ

　スタッフは、ユースワーカーという職種で、コ

　ミュニティカレッジ等で2～3年学び資格をも

　っている者が従事する。その他心理スタッ

　フがいる。若い職員が多い。

⑩家庭・学校への復帰

　家庭や学校との調整は別な機関のソーシ

　ャルワーカーが行う。

⑪職員のストレスとメンタルヘルスへの対応

　直接子どもたちと関わるユースワーカーは

　ストレスを抱えやすく、メンタルヘルスの問題

　に発展しそうになる前に、外部の専門家組

　織（EAP）に誰にも知られずに相談すること

　ができ、カウンセリングなどを受けることがで

　きる。

　問題別に治療サービスが用意されてい

て、子どものニーズに合ったものが提供さ

れていること、子ども自身の主体的動機付

けが尊重されていること、段階的なプログ

ラムが用意されていることが特徴的であっ

た。ポイントシステムのような工夫は、信頼

関係を構築し自己肯定感を獲得するひとつ

の手段として活用しているように思われた。

　また、職員への援助システムがひとつの

機関にとどまらず、また秘密を保持される形

できちんと整えられていることに団員からの

興味が集まった。

実際に会った子どもたちは、記念の写真に

一緒に写りたがったり、気さくに話し掛けて

くるなど、とても明るく陽気であった。

　　　　　　　　　　　　　　（小野寺）
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lV．クリエイトファンデーション

Create　Foundation

1．概　要

　オーストラリアにおいて、虐待やネグレクト等

で家庭に住めず、ケアを受けている0～18歳の

子どもの数は2万人を超える（内二NSW州は約

1万人）。彼らの多くは深い孤立感、自他共への

不信感に苦しんでいる。

　クリエイトは、これらのケアを受けている子ど

もや若者のためにサービス活動をする団体で

ある。この団体は、スタッフのうちの少なくとも

65％はケアを受けた経験のある者という運営

ルールがあり、最大で最強の特徴となっている。

　目的は、ケアを受けている子どもにさまざま

な機会を与えるとともに、ケアシステムに対して

提言していくことである。

　　　　　　　　　　　FOUNOATION

▲クリエイトのロ1とキャラクター

2．活動内容

活動内容は以下の3つの分野からなるc

2．1 コネクティング

　ケアにいる子ども（out　of　henie　eare）伺

一1：、また、関係者や他の人とのつながりをつく

るための活動である。

（1）クラブクリエイト

　ケアにいる若者の100人以t：がメンバーと

なっており、「バースデーカードの送付」「特別

のイベントや集会の開催」「2カ月毎にニュース

レター発行」などを行う

（2）雑誌の発行（月2回）

　12歳以下用と13歳以上用の内容が真ん中で

仕切られており、全部渡すことも、年齢に応じ

て半分に切って渡すこともできるように工夫が

されている。

　ケアにいる了」どもたちには無料で配られ、

ケアにいる子どもは勿論のこと、里親、他の

若者、ワーカー、州や連邦の役人等、多くの

幅広い層の人々に読まれている。
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（3）ダイアリーの配布（年1回）

　各白が予定表の書き込みなどに利用している。

（4）Webサイトの運営

　互いにアクセスしペンフレンドを作ったり、詩

や物語を発表したりと非常によく利用されてい

て、重要で興味深い情報が盛りだくさんある。

2．2 エンパワー

■

▲クリエイトが発行している雑誌

Australia

　ケアにいる若者が力を得て自らの人生を変えていくための活動である。

（1）ミッションbe

　14－－18歳を対象としたリーダ」シップのためのプログラムでもある，3カ月問のコースで、この間、平

日は学校へ行くことが前提となっているため、活動は週末に行う。

　例えば15人のメンバーを4日間森の巾で生活させるというものがある，これは非常にきついプログ

ラムで、途中文句を言ったり、泣きわめいたりすることもあるが、その中でチームワークの大切さを学

び、終えると達成感があり白信がわく。

（2）Show　me～

　～部分はU一プ登りだったり、セーリングだったり、何よりも「挑戦と経験」を重要とするクリエイトの

考え方を実践するプログラム。

2．3 チェンジ

〔1）児童福祉制度を変えるための（政府に対する）働きかけ

　　1、ケアにいる子どもの声を直接聞いて訴え、既に法律を変えることに成功している。

　　　NSW州では、“子どもの権利の憲章”が制定されたが、現場の子どもたちの声を聞いて更

　　　に改善していくのが今後の課題である。

　　2DoCS（政府機関）の要請を受け、ケアにいる子ども全員の意見を聞く必要があるとの考え

　　　から、12カ月かけて調査し、その結果をDoCSにフィードバックした。

　　．3ケアにいる子どもの教育、健康、生活状態について、年に2回調査する。

（2）コミュニティのワーカートレーニングの内容改善

　ワーカー対象のトレーニングにケアにいる若者が参加し、自分の体験や思い等を話す．

これはワーカーにとって何にも優る価値あるセッションである。
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（3）ヤングコンサルタントトレーニング

　　ケアに「いる」或いは「いた」16～25歳の若者を、クリエイトで働くワーカーとしてトレーニングする。

　［5つのモジュール］

　　①クリエイトと情報を共有する

　　②自分たちに何ができるか役割を知る（NSW州の児童福祉にかかわる諸機関から人を呼び、

　　　DoCSの役割の説明を聞く）。

　　③現実と理想をつなげる（若者のかかえる諸問題を認識し解決方法を描き出す）。

　　④アイコンタクト、対話などのスキルを学ぷ（一般の人を対象に話をする）。

　　⑤社会生活の中で自分自身をどう見せるか学ぶ（衣服、言葉、振る舞いなど）

●

3 ワークショップ体験

3．1 セッション1

　自己紹介とその経週の中で、一部のメンバーが意図的に疎外体験をするように仕組まれていた。そ

のメンバーがそれをどう感じたかを話すことで、ケアを受けている子どもたちの疎外された経験を理解

しようとする。

【ケアにいた経験のあるワーカーの自己紹介から】

（1）Bさん

　　11才でケアに入り、グルーブホームは4ヵ所変わる。自分のケア計画に自分の意見があまり反映さ

　　れなかったことが不満だった。担当ケースワーカーが忙しかったり頻繁に代わったりし、白分の言

　　いたいことを伝えられなかった。自分の文化的背景も考慮されず人種差別もあり、二重三重に差

　　別を受けた。今考えても怒りを感じる。クリエイトに入り、自分が価値ある存在であると自覚できた。

（2）Mさん

　　9才で里親宅に。措置は20ヵ所変わっている。一番長かったのは4年である。幸いだったのは、

　　ケースワーカーが7年間同じだったことで、今でも一緒にランチしたりしている。ケアにいる子ども全

　　員が幸運であるべきだと思い、今クリエイトで働いている。

1ケアにいた経験のあるワーカーへのQ＆A】

Ql：措置が頻繁に変わるのはどうしてか

A　自分が悪いことをしたわけではない。一時的保護の場所だったり、週末のみの里親だったり、

　　グループホームが財政事情で閉鎖したり…。

Q2：その時、どんな気持ちだったか

A　ぽつんと孤立した感じ、次のところがどんなところかとても不安。
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■■．
Australia

Q3：ワーカーになって自分の経験をどう生かしているか

A　［Bさんユ

　　・ワーカーや里親のトレーニングでパネラーとして話す三

　　・資金集めのための訴えをする（パブリックスピーキング）。

　　・雑誌発行。

　　〔Mさん］

　　・ケースの量が多く（ワーカー1入に13～20ケース）て大変なため、ワーカーが9～12カ月で辞めて

　　　しまう。継続できるようにしたい。

　　・来年DoCSが提供しているトレーニングを受けて、アボリジニのワーカーとして働きたい。

32 セッション2

　自己尊厳と経験の機会との関係を体験する。

［手順］

①床が下図のように4つの空間に仕切られている

②2人1組になって4ヵ所均等に分かれる

③2人のうちの一方が・子ども、もう一方を大人と設

　定する

④大人には子どもを説得する題材が与えられ、A

　からDのそれぞれの状況におかれている子ども

　を想定して説得のためのロールブレイを行う。

⑤次に場所と立場を変えて同じようにロールプレ

　イする。

⑥ロールブレイ終了後、「あなたの職場の子ども

　たちは、どこに位置すると思われますか」と聞

　かれ、各自思うところに立った。必然か否か、

　ほぼ施設種別毎にきれいに分かれていた。

低い

高い

自A 己
尊
B

厳

畳会

A：乳児院

B：資生堂財団

低い

高い

C：児童養護施設・情緒障害児短期治療施設

D：児童自立支援施設

3．3 まとめのセッション

　一本のローソクに火がともされ、話し手はそれを両手に持ちつつ、本日の研修を終わるにあ

たっての自分の思いを順に全員述べる。日本でもオーストラリアでも、子どもたちへの思いは

全く同じであることを全体で共有したと実感できた感動的なものであった。
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所　感

　終日、研修のほとんどがワークショップ体

験に費やされた。そのため、クリエイトの

活動内容については、配布された資料等

で後日確認することとなったeその全容が

見えてくるにつれ、クリエイトはその名の通

りすばらしい創造力だとますます実感し

た。ケアにいる、いた若者の心をつかむよ

うなことを出来ているからこそ、成り立つ

組織である。読んでみたくなる雑誌、入っ

てみたくなるクラブ、参加してみたくなるイ

ベントなのだ。そして、私にも考えられる

ことはたくさんあるはずだと感じた。最後

にクリエイトの希望の木につるしたカード

に“never　give　up”と書いた。

自分に向けたメッセージでもある。

研修後の団員アンケートの中で「一番印象

に残った訪問先」として、半数以上の人が

このクリエイトをあげていた。ケアにいた

若者の生の声が聞けたこと、ケアにいた

若者がその経験を生かして直接運営に携

わっていること、参加型の楽しく自己解放

できるセミナーを体験できたこどなどが理

由のようだ。　　　　　　　　　（小幡）

▲クリエイトのスタッフと団員とワークショップ風景

V．ニューサウスウェールズコミッション情少年を擁護するための代弁機脚

NSW　Commission　for　Children＆young　people

　NSW州の0～17歳までの人口は、150

万人で全人口の25％を占める。人口の

うちほとんどが海岸沿いに居住している。

また、識字率は高く約95％である。

　大きな問題であるのは、15歳以下の

子どものいる家庭の18％が失菜家庭で

あり、そうした家庭に育つ子どもたちは

健康が損なわれていたり、教育を十分

受けていなかったり情緒面で不安定で

あったりする。 ▲カラフルな色のソファや壁に包iれたかわいらしいロピー
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1，概　要

　コミッションは政府でも非政府でもない独立し

た組織であり、財源は政府から川ているが、報

告は大臣ではなく議会に直接提出する。その

ため政府の政策に従う必要はなく、「子どもに

とって何がよいのか」ということを第一・に、自分

たちで考え、行動し、はっきりと意見を言うこと

ができる。と同時に政府機関の一部でもあり、

2カ月に1回開催される子どもに関する省庁の会

議に出席する。一・方は政府の外に、一方は政

府に属し、子どものウェルビーイングについてさ

まざまな形で影響を与えることができる。

2．活動内容

（1）公聴

　政策上の要請から、子どもに関する調査と提

言を行うc

（2）鯛査・研究

　i2～15歳の子ども1万人に「お金をもらって仕

事をした経験があるか」という調査を実施したと

ころ、多くの子どもがそうした経験を持つことか

ら、14歳以下の子どもは仕事をしてはいけない

という政策提言をした。

（3）雑誌・メディアへの宣伝活動

　子どもたちの抱える問題を広く・一般に理解し

てもらうことを目的とする。

メディアインタビューを受けたり、会議・フォーラム

を開催したり、政治家や大臣へのロビー活動を

行う。また、雑誌やパンフレット・ポスターを発行

する。

（5）政策・サービスの内容や方法への提言

　保育園の0～2歳の子どもとスタッフの比率が

5：1であったが、子どもの脳の発達から考えると

3：1が望ましいことを政府に提言し、併せて一般

社会の人にも理解・賛同してもらえるように宣伝

をしていく。

（6）子どもの死亡原因を調査

　1～3歳のよちよち歩きの子どもの死亡原因の

第1位は、自宅敷地内の車庫から公道へのドラ

イプウエイでの事故によるものであった。そのた

め、自動車業界に対して、ミラー一や音による安全

装置をつけるように働きかけたり、家を建てる際

に、ドライブウエイにフェンスを取り付ける法規定

を設ける等の具体的な提言をしていく。

（4）チルドレンズ・チェック

　子どもを対象に仕事をする人の前科や懲罰

などの犯罪歴をチェックする。子どもにかかわる

仕事をする人は、自分が過去に重い犯罪を犯

したことがないことを証明しなければならない。
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3．2001・2002年「助けを得られない子どもへの調査報告」

3．1 背景

　電話相談（Kids　Heip　Line）にかけてくる子

どもの31％が、他のどこにも相談できずにいた。

また、ビクトリア州のゲートハウス・プロジェクト

でも13歳の子どもの20％が相談する方法を持た

ないと報告されている。

このように子どもが孤独な状況に置かれてい

て、誰にも助けを求めることができないことは

大きな問題である。そこで、「子どもが安心して

相談できる人は誰か」「サービスが提供されて

いることを知っているか」「どうしたらサービスが

利用しやすくなるか」そして「子どもたちのため

にどんな支援ができるか」といった疑問から

調査を行うことにした。

3．2 調査対象

（1）4歳から18、9歳の250人の子どもたちに対

　する面接調査（面接補助員の協力のもとで

　行う）

（2）200人の子どもに対する電話調査

（3）250人の子どもにかかわる大人（親・先生・

　カウンセラーなど）への調査

3．3 調査結果からわかったこと

（1）子どもにとって人間関係こそが重要である

　（年齢や文化的背景にかかわりなく同じ結論）。

　強い人間関係は下記事項を実現することになる。

　・問題を抱えたときに相談できる

　・自分にかわって力になってくれる

　・コミュニティの強化につながる

　・そして、弱い立場の子どもを減らす

（2）人間関係の悪化の原因

　・社会的・経済的プレッシャー

　・子どものケアの質が悪いとき

　・学校での不適応

　・里親や少年院等の措置にあるとき

　・障害を抱えている

　・家族の中に病気の者がいる

　・アボリジニ（先住民）というだけで過去の政

　策の影響から弱い立場に立たたされる

（3）子どもたちはどんなサービスを知っているか

　・子ども電話相談（Kids　Help　Line）

　・知らない子どもが多い

　・サービスが見つけにくい、圧倒されるよう

　な、怖い、近づきにくい

など立地状況や対応した人の印象などにより、

・・度でも悪い体験をするとどこにも相談しなく

なる。
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3．4 調査結果からの提言

（1）政府、企業、コミュニティへの提言

　・早期介入は投資であって経費ではない。

　0～8歳まではもちろん、8～17歳の子どもへ

　のサービスも継続して行うことを提言。

　・政府や企業に、子どもと親が一・緒に過ごす

　時間をとることができるように、家庭と仕事

　のバランスに配慮することを提言。

　・子どもにとって学校は重要である。子ども

　は、学校は勉強を教えてくれるというよりは、

　一人の人間として面倒を見てもらえるところ

　ととらえている。学校での友人関係や先生

　との関係が良好になると、さらにコミュニ

　ティとの距離も縮まる。

（2）ケアに携わる関係者へのサービス向上

　への提言

　・子どもへのケアの質の向上をはかる

　・対応が早く、親みやすしく、他のサービスと

　連携し、ケアを受けやすいきっかけをつくる

　・ワーカーは子どもの代弁や子どもとの人間

　関係を築くためのスキルを向上させる

　・子どもとの関係をつくることができる財政を

　整える。書類作成や運営にばかり時間をと

　られないようにする

3．5 結論

・ 人閲関係がもっとも大切

人間関係を強化することが重要

・ 子どもにかかわるワーカーはこのことを常に念頭におく

所　感

　現在の日本にはこうした機関がまだおか

れていない。子どものウェルビーイングを第

一・に、誰にも指示されることなく独自に調査

や提言をすることができることの意味は非

常に大きいと感じた。施設で暮らす子ども

たちはもちろん、一般の子どもを対象にて

いねいな調査を行い、大きな社会的影響力

のあるうねりをつくっていくことに強い魅力を

感じた。

　この機関ができた経緯は、王室からの要

請や政策的に子どものための機関が必要

と考えられたからだと説明があったが、実

はその10年ほど前から議会や大臣に対し

てのロビー活動を広く行っていた経緯があ

り、双方があいまってできたのだという。

日本においても、一日も早く子どもたちを取

り巻く状況を、子どもたちにとって意味のあ

るものに変えていけるような環境をつくりた

いと強く思った。

日本にも是

非必要な機

関であると

感じた。

　　（相澤）

▲研修が終わってスタノブと一緒に記念撮影
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